
（１）                    会報よつや         令和８年５月１１日発行 

※６月１５日は第１５回定時総会開催のため、事務所を閉めさせて頂きます。ご了承ください。 

１
．
基 

本 

方 

針 

 

本
会
は
健
全
な
納
税
者
団
体
と
し
て
、

青
色
申
告
者
に
誠
実
な
記
帳
と
適
正
な
申

告
の
普
及
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
租
税

に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、
も
っ
て
納

税
道
義
の
高
揚
及
び
公
平
な
税
制
と
円
滑

な
税
務
行
政
の
確
立
に
寄
与
し
、
併
せ
て

事
業
経
営
と
地
域
経
済
の
健
全
な
発
展
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
事
業
を
行

い
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、「
青

色
申
告
の
普
及
と
組
織
の
拡
充
強
化
に
関

す
る
事
業
」
、
「
納
税
道
義
の
高
揚
と
指
導

に
関
す
る
事
業
」
、
「
税
制
及
び
税
務
に
関

す
る
調
査
研
究
並
び
に
建
議
に
関
す
る
事

業
」
、
「
広
報
活
動
に
関
す
る
事
業
」
及
び

「
友
誼
団
体
と
の
連
携
に
関
す
る
事
業
」

を
柱
と
し
た
事
業
を
着
実
に
実
施
し
ま

す
。 

 

本
年
度
も
会
員
指
導
を
中
心
に
活
動
を

展
開
し
、
会
員
に
寄
り
添
っ
た
活
動
を
継

続
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

以
上
の
基
本
的
認
識
に
た
っ
て
、
令
和

８
年
度
の
基
本
方
針
と
し
ま
す
。 

 

２
．
事 

業 

計 

画    
     

 

（
１
）
青
色
申
告
の
普
及
と
組
織
の
拡
充
強

化
に
関
す
る
事
業                        

 

①
青
色
申
告
制
度
の
普
及
推
進
を
通
じ
て

健
全
な
納
税
者
を
育
成
し
、国
税
当
局
と
協

力
し
て
「
公
益
団
体
」
と
し
て
の
活
動
の
充

実
を
図
り
ま
す
。 

②
青
色
申
告
会
の
広
報
活
動
を
通
じ
て

年
間
を
通
し
た
積
極
的
な
会
勢
拡
大
運
動

を
展
開
す
る
と
共
に
、
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
等

に
参
加
し
、
納
税
者
へ
の
Ｐ
Ｒ
や
地
域
社
会

の
活
性
化
に
努
力
し
会
員
増
強
を
図
り
、
組

織
の
強
化
に
努
め
ま
す
。 

③
会
員
の
福
祉
の
向
上
を
推
進
し
、
会
財

政
基
盤
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
り
ま
す
。 

（
２
）
納
税
道
義
の
高
揚
と
指
導
に
関
す
る

事
業 ①

複
式
簿
記
の
推
進
、
パ
ソ
コ
ン
活
用
の

充
実
及
び
電
子
帳
簿
に
よ
る
保
存
を
推
進

し
、
青
色
申
告
特
別
控
除
額
の
高
額
適
用
の

拡
大
に
継
続
し
て
取
り
組
み
ま
す
。 

②
会
員
（
一
般
納
税
者
を
含
む
）
の
多
様

な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
充
実
し
た

説
明
会
、指
導
会
等
を
開
催
す
る
と
共
に
国

税
電
子
申
告
制
度
（
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
）
の
普
及

推
進
を
一
層
強
化
し
、
本
人
送
信
の
拡
大
と

送
信
サ
ポ
ー
ト
に
関
す
る
情
報
共
有
を
推

進
し
ま
す
。 

③
「
税
を
考
え
る
週
間
」
に
各
種
行
事
を

企
画
し
実
施
し
ま
す
。 

（
３
）
税
制
及
び
税
務
に
関
す
る
調
査
研
究

並
び
に
建
議
に
関
す
る
事
業 

①
個
人
事
業
者
を
め
ぐ
る
税
制
や
い
わ

ゆ
る
都
市
型
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
青

色
申
告
者
の
立
場
か
ら
要
望
運
動
に
取
り

組
み
ま
す
。 

ま
た
、(

一
社)

東
青
連
が
進
め
る
税
制
改

 

 

正
運
動
に
つ
い
て
は
、
協
力
参
加
を
前
提

に
積
極
的
な
提
言
を
し
て
い
き
ま
す
。 

②
令
和
８
年
度
税
制
改
正
に
対
す
る
周

知
等
を
積
極
的
に
行
い
ま
す
。
主
な
改
正

点
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

a 

年
収
の
壁
問
題
に
対
応
す
る
た
め

基
礎
控
除
等
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
ま

す
。 b 

税
務
手
続
き
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
記

帳
水
準
の
さ
ら
な
る
向
上
の
た
め
、
青
色

申
告
特
別
控
除
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま

す
。 c 

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式（
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
）
の
２
割
特
例
及
び
８
割
控
除

の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。 

（
４
）
広
報
活
動
に
関
す
る
事
業                                      

 

会
員
に
対
し
税
に
関
す
る
情
報
及
び
経

営
に
関
す
る
情
報
等
幅
広
い
広
報
活
動
を

行
い
、
健
全
な
税
務
知
識
の
普
及
と
啓
蒙

に
努
力
し
ま
す
。 

（
５
）
友
誼
団
体
と
の
連
携
に
関
す
る
事

業 

本
年
度
も
東
京
税
理
士
会
四
谷
支
部
と

の
連
携
を
深
め
、
連
絡
協
調
の
充
実
を
図

り
ま
す
。 

 

青
色
申
告
会
に
で
き
る
地
域
社
会
に
お

け
る
役
割
を
積
極
的
に
果
た
し
、
地
域
社

会
の
発
展
、
向
上
の
た
め
に
税
務
関
係
諸

団
体
並
び
に
近
隣
の
青
色
申
告
会
と
連

絡
、
協
調
を
図
り
公
益
活
動
を
展
開
し
て

ま
い
り
ま
す
。 
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上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令
和
八
年
度 

基
本
方
針(

案)
 

事
業
計
画(

案)
 

５２３ 

 

５８５ 



令和８年５月１１日発行            会報よつや             （２） 

 

 
※１商工会議所の推薦に基づき融資される日本政策金融公庫の融資制度です。推薦には条件があります。 

※２新宿区より、初回から３６回までの利子支払い額の３０％を補助します。 

●融資限度額 ２，０００万円                       

●金   利  ２．５０％（２０２６年４月 1 日現在） 

●担保・保証人 不要 (保証協会の保証も不要) 

●返  済  期  間  運転資金、設備資金１０年以内（据置期間２年） 

 ※融資限度額、返済期間の取り扱いは、２０２７年３月３１日 

の日本政策金融公庫受付分までとなります。 

＜問合せ先＞ 

東京商工会議所 新宿支部（TEL：３３４５－３２９０） 

住所：新宿区西新宿６-８-２  ＢIZ新宿４Ｆ      

※東京商工会議所の会員・非会員の方を問わずご利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

   

 

 

日  時 ２０２６年 ６月１５日(月) 午後５時より 

会  場 グランドヒル市ヶ谷 新宿区市谷本村町４－１ 電話 ０３―３２６８―０１１１ 

議  案 （１）２０２５年度事業報告承認の件（２）２０２５年度決算報告並びに監査報告承認の件 

 （３）２０２６年度事業計画(案)承認の件（４）２０２６年度収支予算(案)承認の件 

 （５）役員選任の件（６）その他会運営に必要な件 

                                    会  長 伊東 克朗 

 

 

※総会に続き、懇親会出席の方は会費６千円を頂戴いたします。なお、総会に御出席頂ける方は、会場準備の

都合上、６月５日（金）までに事務局にご連絡を頂きますようお願いします。 

夏期の職員の 

    服装について 

≪５月１日～１０月３１日≫ 

 

 

上記の期間は、職員の服装が 

暑さをしのぎやすい軽装にな 

ります。 

ご理解の程、宜しくお願い 

致します。 

-活動報告-（２/１６～4/３０） 

２/１６～３/１６ 青色コーナー 

３/１６ 所得税確定申告終了 

３/３０ 令和７年度 臨時総会 

３/３１ 消費税確定申告終了 

４/２２ 青色ドック 

 

☺ 労働保険に加入しましょう。 ☺ 

2026年度労働保険の年度更新期間は、2026年 6月 1日（月）～7月 10日（金）です。 

①常勤、パート、アルバイト派遣等の名称や雇用形態に関わらず、労働者を１人でも雇っている事業場は、 

労働保険（労災保険・雇用保険）へ加入する義務があります 

②当会では、労働保険事務組合として、労働保険の事務の委託を受けています。 

どうぞ、ご利用ください。    ☎０３－３３５１－６１９５ 

労災保険…労働者が業務上の事由又は通勤が原因で負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に 

被災労働者やご遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 

雇用保険…労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合等、労働者の生活及び 

雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。 

小規模事業者経営改善資金 

 

第 十 五 回  定 時 総 会 の お 知 ら せ 

法律相談 

原則：第二～第四水曜日 

１３～１６時 

弁護士による無料相談 

予約が必要ですのでお電話で 

左下記へ。 

（事業の相談に限ります） 

 

経営相談 

平日 ９：３０ 

     ～１７：００ 



（３）                  会報よつや        令和８年５月 1１日発行   

記帳相談は随時受け付けておりますので、必ずご予約の上、来訪ください。（土日祝日は除きます。） 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
✍青色申告特別控除６５万円の適用を受ける会員の皆様へ 

 

確定申告期間中に申告期間前の記帳指導を受けず 

に青色申告特別控除６５万円の適用を受けるた 

め 1 年分の記帳内容を確認するとなると、1 人当 

りの指導時間 1 時間の枠内で完結することは難し 

くなってきます。その結果、時間を延長して指導 

を続けるか若しくは再度予約をとっていただくこ 

とになり、それは他の会員の方をお待たせするこ 

とと予約日を減らすことに繋がってしまいます。 

会員の皆様、申告期間前の記帳指導を必ず受けて 

いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げ 

ます。‼（完全予約制です。） 

  

                                

金
八
さ
ん
の
お
茶
席
話 

「 
色
紙
の
言
葉 

」 

 

こ
ん
な
芸
人
で
も
落
語
会
で
「
色
紙
を
お

願
い
で
き
ま
す
か
？
」
言
わ
れ
る
こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し

い
ん
で
す
。
金
八
も
座
布
団
の
絵
を
描
い
た

り
し
て
ゴ
マ
か
し
て
ま
す
が
、
な
ん
か
い
い

材
料
は
な
い
も
ん
か
と
今
研
究
中
な
ん
で

す
。
も
っ
と
も
自
分
が
売
れ
て
い
れ
ば
名
前

だ
け
書
い
た
っ
て
通
る
ん
で
す
が
そ
う
は
い

か
な
い
！
。
や
っ
ぱ
り
落
語
家
ら
し
く
っ
て
、

も
ら
っ
た
人
が
喜
ぶ
よ
う
な
も
の
な
ら
一
番

な
ん
で
す
が
。
昔
か
ら
多
い
の
は
絵
が
ち
ょ

っ
と
書
い
て
あ
っ
て
、
粋
な
文
句
の
一
つ
も

添
え
て
あ
る
な
ん
て
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

描
く
絵
も
最
近
の
若
手
は
、
昔
か
ら
あ
る
よ

う
な
縁
起
物
・
・
達
磨
と
か
宝
船
、
富
士
山

と
い
っ
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
画
材
よ
り
、
漫
画

の
よ
う
な
カ
ッ
ト
の
よ
う
な
「
カ
ワ
イ
イ
系
」

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
系
」
が
多
い
印
象
で
す
。

添
え
る
文
句
も
「
笑
門
来
福
」
「
一
期
一
会
」

「
樂
盡
人
」「
喜
色
是
人
生
」
と
い
っ
た
古
典

の
堅
い
定
番
モ
ノ
よ
り
、
ち
ょ
っ
と
人
を
う

な
ら
せ
る
よ
う
な
「
芸
道
系
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

ー
」
の
よ
う
な
も
の
が
多
い
で
す
ね
。
こ
れ

も
時
代
で
す
よ
ね
。 

 

あ
る
若
手
の
真
打
昇
進
の
後
ろ
幕
の
デ
ザ

イ
ン
が
絵
手
紙
の
大
家
、
亡
き
小
池
邦
夫
先

生
だ
っ
た
。
そ
の
幕
に
は
大
き
く
な
す
び
が

描
か
れ
「
ヘ
タ
が
い
い
。
ヘ
タ
で
い
い
」
と

添
え
て
あ
っ
た
。
一
般
的
に
落
語
家
が
下
手

で
は
困
る
が
、
そ
れ
を
越
え
て
「
上
手
く
や

ろ
う
と
す
る
な
」
と
い
う
慢
心
を
戒
め
る
言

葉
だ
と
考
え
れ
ば
、
添
え
ら
れ
た
言
葉
も
生

き
て
く
る
。
真
打
昇
進
と
い
う
門
出
を
迎
え

た
若
手
芸
人
に
送
ら
れ
た
エ
ー
ル
と
す
る

な
ら
、
な
か
な
か
の
も
の
で
す
ね
。 

 

桂
枝
雀
師
は
「
万
事
機
嫌
よ
く
」
こ
れ
は

ご
自
分
に
言
い
聞
か
せ
た
言
葉
で
し
ょ
う
。 

 
立
川
談
志
師
は
ち
ょ
っ
と
ク
レ
バ
ー
な

「
努
力
と
は
馬
鹿
に
与
え
た
夢
」
「
学
問
と

は
貧
乏
人
の
ヒ
マ
つ
ぶ
し
」
と
い
う
の
か
ら

「
銭
湯
は
裏
切
ら
な
い
」「
勝
手
に
生
き
ろ
」

な
ん
て
の
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

圓
歌
師
は
「
芸
」
の
一
文
字
。
こ
の
字
だ

け
は
上
手
か
っ
た
（
笑
）。 

 

あ
る
お
坊
さ
ん
に
聞
い
た
ら
「
変
に
気
取

る
よ
り
あ
な
た
の
思
っ
た
こ
と
を
丁
寧
に

書
け
ば
い
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。「
ヘ
タ
」

で
い
い
っ
て
こ
と
ね
。
い
や
ぁ
、
小
池
先
生

は
偉
大
だ
！ 

  

三
遊
亭
金
八 



令和８年５月 1１日発行            会報よつや                 （４） 

第 2回記帳相談会 5月 11日(月)～15日(金) お電話で予約下さい。左記期間以外の場合はお電話でご相談下さい。 

 

 

 

 

 

  
 

令和８年度の自動車税納税通知書は、５月１日（金）に発送します。 

６月１日（月）までにお納めください。 

       ※令和８年４月１日から、「自動車税種別割」の名称が「自動車税」に変わりました。 
  
  
 

 

 
 
 

                     
 
 
   
 
 
           
 
 
 
   
 
   

 

 

 

 

 

          
 ペイジーマークのついている納付書は、対応する金融機関のインターネットバンキングやモバイルバンキング、ＡＴＭから直接納付す 

ることができます。他にもコンビニエンスストア、金融機関、郵便局、都税事務所等の窓口でも納付いただけます。 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
              東京都新宿都税事務所（相談広報担当） 
  

新宿区西新宿７－５－８（03-3369-7151）   
 
 

 

 
【お問合せ先】 

東京都自動車税コールセンター  03-3525-4066（平日 9時～17時） 

 

 主税局 HP 

都税の支払い方法 

▶ ▶ ▶ 

新宿都税事務所からのお知らせ 

＜ご利用になれる主な納税方法＞ 

※ご利用の前に、主税局ホームページにて各納税方法の注意事項をご確認ください。 

 
 
おうちで今、納付できます！！ 

 
クレジットカード 
インターネットバンキング 

 

地方税お支払サイトの eL-QR読取画面から

納付書の eL-QRを読取り、支払手続をする

と納付ができます。 

 

納付書の下部に eL-QRが掲載 

～車検時に納税証明の提示を省略できます～ 

車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所等にて自動車税の納税確認を電子的に行うことができます。 
（ただし、納付後、運輸支局等で納税確認ができるまで、最大 10日程度かかります。） 
車検が近い等お急ぎの場合は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納付の上、納税通知書右端の納 
税証明をご利用ください。 

 

令和８年度税制改正大綱 「青色申告特別控除上限額の引き上げ」 

 

 

 

 

概   略（６５万円控除（該当対象者）・・・「正規の簿記の原則」に従って記帳＆ｅ-tax、１０万円控除・・・適用要件の見直しあり。） 

◎事業所得者又は事業的規模の不動産所得者が取引を「正規の簿記の原則」に従って会計ソフトで記帳している場合、その年分

の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織（ｅ-tax）を使用して行

い、一定の要件を満たした場合、控除額を７５万円に引き上げる。この改正は、令和９年分以後の所得税について適用する。 

※詳細につきましては、財務省 HP「令和８年度税制改正大綱」をご参照ください。なお、適用に当たっては事前に税務署へ届出が必要になります。 

 ス マ ホ ア プ リ 
納付書のeL-QRを読取る

だけで納付ができます。 


